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厚
生
労
働
省
は
六
月
一
二
日
、「
平
成
二
六

年
度
個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度
施
行
状
況
」

を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
二
〇
一
四

（
平
成
二
六
）
年
度
の
総
合
労
働
相
談
件
数

は
一
○
三
万
三
〇
四
七
件
（
前
年
度
比
一
・

六
％
減
）
と
な
り
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク

以
降
、
七
年
連
続
の
一
○
○
万
件
超
え
と
高

止
ま
り
が
続
い
て
い
る
。
個
別
労
働
紛
争
の

相
談
内
容
で
は
「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
」
が

六
万
二
一
九
一
件
と
三
年
連
続
で
最
多
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
」
が
増
加　

　

都
道
府
県
労
働
局
な
ど
に
設
置
さ
れ
た
総

合
労
働
相
談
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
総
合

労
働
相
談
件
数
は
一
四
年
度
で
一
〇
三
万
三

〇
四
七
件
と
な
り
、
前
年
度
（
一
〇
五
万
四

二
件
）
よ
り
一
・
六
％
減
少
し
た
も
の
の
、

七
年
連
続
の
一
〇
〇
万
件
超
え
と
な
っ
た
。

　

総
合
労
働
相
談
件
数
の
う
ち
、
労
働
者
と

事
業
主
と
の
紛
争
に
あ
た
る
民
事
上
の
個
別

労
働
紛
争
相
談
件
数
は
二
三
万
八
八
〇
六
件

と
な
り
、
前
年
度
よ
り
二
・
八
％
減
少
し
て

い
る
も
の
の
、
〇
八
年
度
以
降
は
年
間
二
四

万
件
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。

　

相
談
内
容
を
み
る
と
、
も
っ
と
も
多
い
の

が
、「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
」（
六
万
二
一
九
一

件
）
で
三
年
連
続
の
ト
ッ
プ
と
な
り
、
以
下
、

「
解
雇
」（
三
万
八
九
六
六
件
）、「
自
己
都
合

退
職
」（
三
万
四
六
二
六
件
）
な
ど
が
続
く
。

前
年
度
と
比
べ
る
と
、「
い
じ
め
・
嫌
が
ら

せ
」（
前
年
度
比
五
・
一
％
増
）
と
「
自
己
都

合
退
職
」（
同
四
・
八
％
増
）
な
ど
が
増
加
す

る
一
方
、「
解
雇
」（
同
一
一
・
四
％
減
）、「
労

働
条
件
の
引
下
げ
」（
同
六
・
八
％
減
）
は
減

少
し
て
い
る
。

　

相
談
者
は
、「
労
働
者
」（
求
職
者
を
含
む
）

が
一
九
万
五
一
九
八
件
（
八
一
・
七
％
）
で

大
半
を
占
め
て
お
り
、「
事
業
主
」
は
二
万
四

七
六
六
件
（
一
〇
・
四
％
）
で
あ
る
。

　

相
談
対
象
の
労
働
者
の
就
労
形
態
は
、「
正

社
員
」
が
九
万
一
一
一
一
件
（
三
八
・
二
％
）、

「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
が
三
万
八
五
八

三
件
（
一
六
・
二
％
）、「
期
間
契
約
社
員
」

が
二
万
六
一
二
八
件
（
一
〇
・
九
％
）、「
派

遣
労
働
者
」
が
一
万
三
九
九
件
（
四
・
四
％
）

と
な
っ
て
い
る
。

助
言
・
指
導
申
出
件
数
、
あ
っ
せ
ん

申
請
件
数
と
も
に
前
年
よ
り
減
少

　

都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
助
言
・
指
導

の
申
出
件
数
は
九
四
七
一
件
と
な
り
、
前
年

度
よ
り
五
・
五
％
減
少
し
た
。

　

申
出
内
容
を
み
る
と
、
も
っ
と
も
多
い
の

が
「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
」
で
一
九
五
五
件

（
一
八
・
九
％
）。
以
下
、「
解
雇
」
が
一
三

〇
三
件
（
一
二
・
六
％
）、「
自
己
都
合
退
職
」

が
九
四
七
件
（
九
・
二
％
）
な
ど
が
続
く
。

前
年
度
と
比
べ
る
と
、「
解
雇
」（
前
年
度
比
一

五
・
八
％
減
）、「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
」（
同
四
・

四
％
減
）
な
ど
が
減
少
す
る
一
方
、「
自
己
都

合
退
職
」（
四
・
〇
％
増
）
が
増
加
し
た
。

　

申
出
人
は
、
労
働
者
が
九
三
七
六
件
（
九

九
・
〇
％
）
と
大
半
を
占
め
る
。
紛
争
の
当

事
者
で
あ
る
労
働
者
の
就
労
形
態
は
、「
正
社

員
」
が
四
六
三
〇
人
（
四
八
・
九
％
）、「
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
が
二
一
七
一
件
（
二
二
・

九
％
）、「
期
間
契
約
社
員
」
が
一
五
九
〇
件

（
一
六
・
八
％
）、「
派
遣
労
働
者
」
が
五
七

〇
件
（
六
・
〇
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

他
方
、
当
事
者
間
に
専
門
家
が
入
っ
て
紛

争
解
決
を
図
る
あ
っ
せ
ん
の
一
四
年
度
の
申

請
件
数
は
五
〇
一
〇
件
と
な
り
、
前
年
度
よ

り
一
二
・
三
％
減
少
し
た
。

　

申
請
内
容
を
み
る
と
、
も
っ
と
も
多
い
の

が
「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
」
で
一
四
七
三
件

（
二
六
・
七
％
）、
以
下
、「
解
雇
」
が
一
三

九
二
件
（
二
五
・
二
％
）、「
雇
止
め
」
が
四

八
〇
件
（
八
・
七
％
）、「
退
職
勧
奨
」
が
四

二
二
件
（
七
・
七
％
）
と
続
く
。

　

前
年
度
と
比
べ
る
と
、「
解
雇
」（
前
年
度
比

一
三
・
八
％
減
）、「
雇
止
め
」（
同
一
二
・
四
％

減
）、「
退
職
勧
奨
」（
同
一
〇
・
二
％
減
）
な

ど
が
減
少
す
る
一
方
、「
自
己
都
合
退
職
」（
同

三
六
・
七
％
増
）
は
増
加
し
て
い
る
。

　

申
請
人
は
「
労
働
者
」
が
四
九
一
八
件
（
九

八
・
二
％
）
と
大
半
を
占
め
る
。
紛
争
の
当

事
者
で
あ
る
労
働
者
の
就
労
形
態
は
、「
正
社

員
」
が
二
三
八
一
件
（
四
七
・
五
％
）、「
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
が
一
〇
一
〇
件
（
二
〇
・

二
％
）、「
期
間
契
約
社
員
」
が
九
八
三
件
（
一

九
・
六
％
）、「
派
遣
労
働
者
」
が
三
三
五
件

（
六
・
七
％
）
と
な
っ
た
。

助
言
・
指
導
は
概
ね
一
カ
月
以
内
、

あ
っ
せ
ん
は
二
カ
月
以
内
に
処
理

　

助
言
・
指
導
の
申
出
の
う
ち
、
一
四
年
度

内
に
処
理
し
た
も
の
は
九
四
五
二
件
と
な
っ

た
。
こ
の
う
ち
、
助
言
・
指
導
を
実
施
し
た

も
の
は
九
一
〇
四
件
（
九
六
・
三
％
）、
申

出
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
の
は
二
四
一
件（
二
・

五
％
）、
処
理
が
打
ち
切
ら
れ
た
の
は
八
一

件
（
〇
・
九
％
）
と
な
っ
た
。
年
度
内
に
処

理
さ
れ
た
九
四
五
二
件
の
う
ち
、
一
カ
月
以

内
の
処
理
は
九
一
九
三
件
（
九
七
・
三
％
）

と
な
り
、
助
言
・
指
導
は
概
ね
一
カ
月
以
内

に
処
理
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
あ
っ
せ
ん
の
申
請
が
あ
っ
た
も
の

の
う
ち
、
一
四
年
度
内
に
処
理
し
た
の
は
、

五
〇
四
五
件
と
な
り
、
一
カ
月
以
内
の
処
理

が
二
四
五
八
件
（
四
八
・
七
％
）、
一
カ
月

を
超
え
て
二
カ
月
以
内
の
処
理
は
二
一
八
一

件
（
四
三
・
二
％
）
だ
っ
た
。
あ
っ
せ
ん
は

二
カ
月
以
内
に
九
二
％
が
処
理
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
あ
っ
せ
ん
の
処
理
に
つ
い
て
は
、

あ
っ
せ
ん
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
、
紛
争

当
事
者
の
双
方
が
参
加
し
た
場
合
に
は
あ
っ

せ
ん
が
開
催
さ
れ
、
合
意
ま
た
は
打
ち
切
り

と
な
る
が
、
紛
争
当
事
者
の
ど
ち
ら
か
一
方

が
不
参
加
で
あ
っ
た
場
合
に
は
あ
っ
せ
ん
は

打
ち
切
り
と
な
る
。
一
四
年
度
に
お
い
て
、

紛
争
当
事
者
の
双
方
が
あ
っ
せ
ん
に
参
加
し
、

あ
っ
せ
ん
が
開
催
さ
れ
た
も
の
（
参
加
率
）

は
、
二
七
三
五
件
（
五
四
・
二
％
）
だ
っ
た
。

一
四
年
度
内
に
処
理
し
た
あ
っ
せ
ん
（
五
〇

四
五
件
）
の
う
ち
、
合
意
が
成
立
し
た
も
の

（
合
意
率
）は
、一
八
九
五
件（
三
七
・
六
％
）

と
な
っ
て
い
る
。 

（
調
査
・
解
析
部
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

個
別
労
働
紛
争

4

相
談
件
数
が
七
年
連
続
で
一
〇
〇
万
件
超
に
―
―
厚
労
省
調
査


